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                                                       発管号外
                                                       平成５年１２月２１日
部内各課長殿
各土木事務所長殿
鳥取港湾事務所長殿
                                                       土木部長

                         工事管理の適正化について（通知）

  平成５年１２月１日付、入札手続等改善検討委員会の中間報告において
「公共事業の適正な執行を図るためには、その運用を行う事はもとより、
業界の指導等についても積極的に取り組んでいく必要がある。」とありま
す。
  ついては、「工事現場に選任される現場代理人と主任技術者の在り方」
と「一括下請負の禁止」について充分認識していただき、適正な工事執行
に努めてください。

                            工事管理の適正化について

  
  
    



                                                       発管号外
                                                       昭和５６年７月２０日
部内各課長殿
各土木出張所長殿
鳥取港湾事務所長殿
米子都市開発事務所長殿
賀祥ダム建設事務所長殿
中国横断自動車道用地事務所長殿
                                                       土木部長

                         植栽工事特記仕様書について（通知）

  このことについて、別紙のとおり定めましたので、昭和５６年６月２０日付管第５１５号「植栽工事に
おける割増積算について」の適用に当たっては設計図書に添付し遣憾のないようにしてください。

                                 植栽工事特記仕様書

１  植栽樹木等が工事完了引渡し後、１年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹
  冠部のおおむね２／３以上となった場合又は通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね１／３以
  上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場
  合には、請負者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹
  木等の枯死又は形姿不良の判定は発注者と請負者とが立会いの上行うものとする。
    ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動等の天災により、
  流失、折損、倒木した場合はこの限りでない。
    植替え時期については、発注者と協議するものとする。
２  この契約における樹木等とは以下とする。
    ○○○○△△△△□□□□……


